
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和７年５月２６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 野村 弘

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

部活動の民間委託について

市内中学校の部活動については、土日祝日と長期休業中の

活動が、令和６年９月から令和７年３月まで公募型プロポー

ザル方式により、民間業者（リーフラス株式会社）に委託さ

れた。令和７年４月からは同じ業者との随意契約により、令

和８年８月までの委託となった。前回の委託では「課題もあ

るが、まずはスタートして今後検討、改善していく。」との

ことであった。令和７年４月からの委託において、金額、期

間を除いて、契約内容や仕様書の内容にどのような変更があ

ったか。

２

本市の道路整備等について

⑴ 令和７年度予算に舗装修繕工事として４，０００万円が

計上され、２路線の修繕工事が予定されている。また、長

湫南部９０号線外舗装修繕工事として、１，０００万円が

計上されている。限られた予算の中で、これらの工事の優

先順位はどのように決定されるのか。

⑵ 瀬戸大府東海線について、令和８年度中に長湫中池から

大草交差点までの延伸区間が完成予定である。開通により

市内の車の流れはどのように変化すると考えているか。


